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授業書「環境政策科学Jに基づく

授業づくりと生徒の認識形成
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はじめに

今日，学校教育における「環境教育」の必要性・重要性は，地球環境問題の深刻化にともな

い，ますます高まっている。文部省においても， r環境教育指導資料』を発行し， r環境教育」
の推進を積極的にはかろうとしている。しかし，学校現場における環境教育の授業実践例はま

だ少なく，またその授業実践においても地球温暖化・オゾン層の破壊・砂漠化などの地球環境

問題の深刻化を声高にさけび，その解決の方法として「リサイクノレ」や「資源を大切に」とし、

うように一人ひとりの心構えを説くものが少なくない。それらにおいては，今日の地球環境問

題の深刻化の原因が主として個人のライフ・スタイルにあるとされ，南北問題やそれを引き起

こしている世界資本主義システムという視点を欠いている。地球環境問題の根本的解決は一人

ひとりが世界資本主義システムの問題点を把握し，それを変革するためのプロセスを科学的に

認識して，主体的にその変革に寄与していかなければ実現されえない。だとすれば，環境教育

は単に問題がおこる自然科学的な発生のプロセスだけではなく，それを引き起こしている世界

資本主義システムの問題点をとらえさせるとともに，その狼本的な解決方法として社会変革の

プヨセスを認識させ，その社会変革の担い手は私たち一人ひとりにあるということを自覚させ

るものでなければならない。筆者らはこのような観点から，高等学校における環境教育の授業

実践の試みとして，北海道奈井江商業高等学校の1年生の社会科「現代社会」において，授業

書「環境政策科学」に基づく授業を共同でつくりあげ，実践した。本稿では，この授業をどの

ようにして共同で論議してっくりあげ，授業の結果，生徒にどのような認識が形成されたのか

ということについて論じる。

l 高等学校社会科における「環境教育Jの内容

高等学校社会科における「環境教育」は1960年代の公害問題の深刻化を契機として， 70年代

の公害教育から始まった。科目「政治・経済」のなかの「経済的分野」において四大公害訴訟

や公害対策基本法などが取り上け.られたので、ある。やがて， 78年の学習指導要領の改訂によっ

て，新科目「現代社会」が登場すると，高等学校社会科における「環境教育」は大きく変わる

ことになる。つまり， r現代社会」の単元「現代と人間」における指導項目「人類と環境」およ
び「人口問題と資源・エネルギーJは自然と人間との関係を生態学的視点、からとらえており，
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公害問題に限られていた高校社会科の「環境教育Jが自然と人間との関係をふくんだ環境問題

にまで、広げられたので、ある。とはいえ， r人類と環境」とL、う指導項目がありながらも，公害問
題は別の単元「経済と調和のある発展と福祉の実現」において従来の「政治・経済」と同様の

扱いをうけるというように， r現代社会」は科目として一貫した体系性がなく，既存の各科目か
らの寄せ集めによるモザイク科目とし、う欠陥も，もっていた。

80年代後半に入り， I現代社会」の教科書にも地球温暖化・オゾン層の破壊・熱帯林の破壊・

酸性雨などが現われるようになると，公害問題はすでに解決済みの問題として，その扱いがし

だいに少なくなっていった。 89年の学習指導要領の改訂において高校社会科は「地歴科」と「公

民科」とに解体され， r地歴科」の「地理AJにおいては「地球的課題J，r地理BJにおいては
「地球的視野」とL、う新しい語句が使用されており，その「内容の取り扱L、」においては「理

科的，政治・経済的な内容には深入りしないことjO)とされているものの， I現代社会」で切り

聞かれた環境教育の地平が拡大したといえよう。また「公民科」の一科目となった「現代社会」

では， r環境と人間生活」は大項目のひとつとなり，中項目「ア環境と生活」では「科学技術の
発達，資源，エネルギーの需要，都市化の進展および人口の動きなどを理解させ，環境と生活

とのかかわりについて考えさせる」ωとされ，公害問題も環境問題のーっとして扱われるように

なるとともに， rイ環境保全と倫理」においては「公害の防止などの環境保全の重要性を理解さ
せ，自然と人間の調和の在り方について考えさせるJ<3)として，単に環境問題についての理解だ

けではなく，環境問題の解決に必要な能力を身につけ，より良い環境の創造に主体的に参加し，

環境への責任ある行動がとれる態度を育成することなどが求められている。

こうして高等学校社会科においては，環境教育の重要性がますます高まっているばかりか，

その目的を具体化する環境教育の授業実践が必要とされているのである。

2 授業書「環境政策科学」の構成

丸山は自然の歴史性・階層性を基礎にして，環境教育における目的論ωと教育内容構成論・

教材論(5)をたて，環境政策に関する体系的な教授プランを授業書「環境政策科学J<6)として具体

化した。授業書「環境政策科学」は自然の階層構造の頂点にたった人聞からトップダウン的に

人間・社会と自然との調和をはかるため，環境問題の原因を社会経済的に分析し，環境問題の

解決には持続的発展概念を内在化した社会経済システムの確立が必要で、あることを明らかにし

て，一人ひとりの人聞が環境問題解決のためにどのような寄与をすればよいかについての認識

形成をめざすものである。その構成は以下のようになる。

1 企業の地域独占がひきこおした公害

1. 1 水俣病の発見とその原因物質の究明

1. 2 水俣における抑圧と差別

1. 3 水俣病をめぐる行政責任

1. 4 患者の人権の回復と水俣の再生

2 固と企業とのゆ着がもたらした公害

2. 1 四日市コンビナートの現実

2. 2 企業優先・住民無視の拠点開発

2. 3 環境政策の推進力としての市民運動
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2. 4 公害裁判による環境政策の前進

3 世界資本主義システムがっくりだした環境問題

3. 1 先進国による途上国援助

3. 2 多国籍企業の世界戦略

3. 3 途上国の債務累積と IMFの調整プログラム

3. 4 飢餓と軍事化を生みだす開発の構造

4 持続的な社会経済、ンステム

4. 1 持続的発展環境問願解決のための鍵概念

4. 2 持続的発展概念にもとづく経済システム

4. 3 住民主体の社会システムの創造

4. 4 途上国における自立化の試み

3 共同による授業づくり

3.1 授業内容の検討

北海道奈井江商業高等学校は空知管内にある 3間口(商業科2クラス，情報処理科1クラス〉

の商業単置校であり，現夜の大学区制下の偏差値輪切り体制においては，底辺に位置し，それ

ゆえ，中学校までの基礎的な知識・学力を十分に身につけていない生徒が多い。

したがって，授業書「環境政策科学」による授業を，丸山が作成した授業書のままおこなう

ことは，生徒にとっても，また授業者で、ある川原にとっても非常に難しいことであった。その

ため，授業書による授業の実践については，あくまでも授業書における教育内容や教育目標を

最大限尊重しながらも，授業者の指導観や生徒の実態をふまえて，効果的な授業展開を考えて

いくことにした。授業書「環境政策科学」による授業づくりはこうして研究者である丸山と授

業者である川原とが，それぞれの主体性を互いに尊重し，共同研究，共同作業によっておこなっ

たものである。具体的には，まず丸山が授業書「環境政策科学」の要点を川原にレクチャーし，

川原はこれを自分の学校の生徒に授業することを念頭に入れて，丸山に対し質疑および意見を

述べる。その後，丸山が再度授業書の内容を検討し，修正を加える。川原はこうして出来上がっ

た授業書をもとに，自分の授業でっかうための自作プリント(付属資料参照〉を作成し，基本

的にはこのプリントをつかし、ながら授業をおこなう。そしてその授業を丸山が参観，あるいは

その結果を川原が報告し，再度両者で授業および授業書の内容や指導方法について検討・論議

していったのである。

こうした一連の共同の授業づくりの作業によって，研究者は現場の教師が学校や生徒の実態

に応じてどのような観点から実際の授業をつくり，実践するのか，また，授業に対する生徒の

具体的な反応や理解，認識の仕方を知ることができた。一方，授業者においても，研究者の作

成した授業書をそのままおこなうのではなく，授業者のこれまでの経験をいかし，生徒の実態

をふまえて，授業書に担われた教育内容・方法を自らのものとする教材研究をおこなったうえ

で，主体的な授業展開をすすめることが可能となった。

3.2 授業方法の転換

授業書「環境政策科学」に基づく授業をおこなうには，川原のこれまでのやり方すなわち講

義中心の「知識の理解・暗記型」の授業方法では困難であり，根本的な授業方法の転換が必要
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であった。なぜならば，授業書「環境政策科学」に基づく授業の目的が「現代資本主義下にお

ける環境問題の社会経済的規定要因を把握させ，環境問題の根本的な解決のための社会変革の

プロセスを示すことによって，社会変革の主体形成の基礎を確立するj<7)ことにある以上，発問

による生徒自身の能動的，主体的な思考による認識形成が不可欠なものと考えられるからであ

る。授業書「環境政策科学」の発聞は現場教師がよくおこなうように，中学校までの基礎知識

や前時の授業内容を確認するようなものではなく，多様な意見に基づき豊かな論議を導きだす

前提をつくりだすことを目的として，生徒の能動的，主体的な思考をうながすものとなってお

り，ほとんどの生徒にとって解答可能なものであった。こうして奈井江商業高等学校における

「現代社会」での授業書「環境政策科学」に基づく授業は，丸山の授業書をもとに川原が作成

した授業用のプリントを使用し，発問中心のものとなったので、ある。ただし，ただ単に教師あ

るいは生徒の授業書を読みあげていくというのではなく，生徒の理解を助けるために講義と板

書もあわせておこなった。

3.3 具体的授業展開

授業書「環境政策科学」に基づく授業は，奈井江商業高等学校の1年A・B・C組の3クラ

スにおいて， 2学期のはじめからおよそ3ヵ月，授業時間数は35時間(うち5時間はビデオ視

聴〉にわたっておこなわれた。

川原の講義中心の授業をうけていた生徒たちは，2学期になってはじまった発問中心の授業に

最初はとまどいがちであった。したがって，発問に対しては，生徒自身に発言させることは難

しいと判断し，自分の意見をプリントの余白に記入させることにした。その結果，発聞に対す

る意見が一部の生徒の発言で終わらずに，全員が解答を記入するのを机間巡視で確認しながら

授業をすすめることができた。ほほ全員が記入した後，何人かの生徒に指名し，その解答を読

み上げさせた。しだいに意見を書くことに慣れてきた生徒たちはやがて発言するようになって

きた。こうして教師の発問と生徒の発言のやりとりのなかから対話や会話が生まれ，これまで

にはなかった新しい授業のリズムとスタイルがつくられていった。授業内容はかならずしも生

徒たちにとって平易なものではなかったにもかかわらず，授業全体を通じて，生徒たちの授業

への集中，関心は教師の予想をはるかに越えるものであった。

4 授業による生徒の認識形成

授業書「環境政策科学」に基づく授業が生徒にどのような認識を形成したかについては従来

のよずに知識の理解だけをはかるテストではなく，発問に対する意見や小単元ごとにまとめさ

せたレポート，感想文などを，おもに授業書の内容構成に即して，次のような三つの視点から

みることによって，明らかにしたい。

(1) 環境問題の社会経済的分析による問題点を把握しているか。

(2) 環境問題の解決のための社会変革のプロセスを認識できたか。

(3) 社会変革の主体としての自覚がみられるか。

4.1 企業の地域独占がひきおこした公害

本章の授業は(1)水俣病の発生のプロセスと深刻な被害の状況および企業や国・自治体の責任

を示すことによって，水俣病の問題点を把握させ， (2)水俣病患者への共感をうながすとともに，
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水俣病問題解決のために企業，国・自治体がなすべきことすなわち社会変革のプロセスを考え

させ， (3)生徒自身がそのために何をしなければならなし、かを問うことによって，社会変革の主

体としての自覚をもたせることをめざして，おこなった。

(1) 問題点の把握

生徒のレポートをみるかぎり，生徒の大部分が水俣病のような悲惨な公害事件を引き起こし

た企業およびそれを放置した国，自治体に対する怒りや，公害病による被害だけでなく，差別

までうけた患者らの苦しみに対する同情くかわいそうとL、う気持ち)をいだいていた。その原

因には授業書そのものが患者自身の言葉を多く引用しながら， ドラマチックに展開しているこ

と，実際の水俣病患者の姿や企業の対応をビデオで見せたことなどを考えられる。

「伺十年も前に訴えた水俣病の裁判が今だに解決していないなんて，本当に信じられないこと

だと思います。今だに申請しても認定されずに訴えている水俣病の人たちがし、ます。何十年も

前の公害事件なのに，なぜ，チッソ社長は申請を棄却するのでしょうか。なぜ，受け入れよう

としないのでしょうかJc1 B， MN) 
「水俣病の人たちがどれほど苦しんでいるか，自分たちの体なのに思うように動かせずに毎日

をおくっている。チッソの人たちはその人たちの訴えをよそに，認定しようとしない。本当に

悪魔だ!J c1 C， KA) 
「改めて行政や国や企業の無責任さがわかった。(中略〉もう原因がはっきりしているのに，

まだ責任のがれをしようとしているのを知って，なんで患者は会社の社員に手を出さなかった

のかと J思った。いまでも裁判は続いているけれど，はやくチッソが負けを認めたほうがし、いと

思うJc1 C， YK) 

しかし，このような企業に対する怒りや水俣病患者たちへの同情だけでは，結局自分たちは

「水俣に生まれなくて良かったJrこの時代に生きてなくて良かった」というような認識に終わ
る可能性もある。問題は，事実や問題点を把握し，そこから怒りや同情を感じることにとどま

らず，患者たちの病気や差別の苦しみに対して人間的な共感をもち，それらの根本的な解決の

ための社会変革のプロセスをどう主体的に認識させるかである。授業では，このことについて

質問4(付属資料プリント No.22)や質問6(付属資料プリント No.24)のように，周囲から差

別の目でみられ，冷たく扱われた患者たちの立場に生徒自身を立たせたり，質問8(付属資料プ

リント No.26)のように生徒自身に水俣病患者の家を設計させる機会を与え，水俣病の症状だ

けでなく，患者やその家族の人間的な苦しみや喜びについてまで深く考えさせることによって，

人間的な共感を基礎とした認識が形成されるよう工夫した。

(2) 社会変革のプロセスの認識

1章の授業がすべて終了した後， r水俣病の解決のために，企業・自治体そして私たちは何を
しなければならないか?Jというテーマでレポートを書かせた。

「企業は今後二度とこのようなことを起こさない。そして心から反省して患者たちのためにい

ろいろするJc1 C， KA) 
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「企業はもっと水俣病の人たちに対して暖かい心をもつべきだJ(1 C， OM) 

「国も企業もそれぞれ水俣病患者の気持ちになって，立場になって患者の人たちに手助けをし

てあげるJ(1 C， TA) 

「補償金をたくさん出して患者たちの家を新しくしてあげればL市、と思うJ(1 B， MH) 

「チッソはもっと心から自分たちが悪いと反省して，患者に冷たくあたらずに，あたたかい心

で寝たきりの患者のために，住みやすい，緑がし、っばL、ある環境を，また新鮮な魚をとりもど

せるように，もっともっと自分をけずってでも患者につくしてあげればよし、J(1 C， NA) 

「お金をはらうだけでなく自分達がきたなくした海をきれいにしてほしし、J(1 C， MY) 

生徒のレポートには「二度とこのようなことを繰り返すな」という意見と「水俣病の患者た

ちに対して冷たくあたらず，暖かし、心で接してほしし、」とL、う意見とが多くみられた。これは，

生徒たちが水俣病の悲劇性と企業の水俣病患者に対する冷酷な対応を認識したうえで，水俣病

患者への人間的な共感をふまえた意見であろう。もう一つ注目すべきことは「お金をはらうだ

けでなくをすべきである」とL、う意見がかなりみられたことである。これは環境破壊や公

害によって失われる健康や環境がお金では償えないことを認識したうえでの意見であると思わ

れる。このことは国・自治体に対する生徒の意見にもみうけられる。

「国や県や市は，金を払ってるだけで，なにもしてあげていないんではないかと思う。お金で

解決できるものは，なにもないと思う。命や，環境や，健康は，お金で解決しようとするのは

良くなし、J(1 C， TH) 

i(国は〕お金をはらうだけじゃなしもっと水俣病患者が過ごしやすい環境を作ってあげる

よう努力するJ1 C， SK) 

f)患者たちが快適にくらせる家，生活環境づくりをするJ(1 B， MH) 

「患者たちのはたらける場所をつくり，重症の人たちのための病院などの公共施設などをもっ

ともっと国や企業たちは作っていかなくてはならないと思うJ(1 C， OT) 

「水俣病患者にできるだけ住みやすい土地や施設を提供してあげるJ(1 C， KH) 

「国は地域全体を改善しなければならないとおもう。その地域がよくなるにつれて今後，この

様なことは起らないと思いますJ(1 C， SS) 

「国はまた公害が起きないように工場の設備ややり方を全部調べるべきだと思う。県は水俣病

で親や兄弟がめんどう見れない人たちのために施設をつくってあげればし、し、と思うJ(1C， UK) 

「国と県は公害の基準をもっと厳しくして，もう二度とこんな病気が発病しないように厳しく

取り締まったほうがし、いと思うJ(1 B， IT) 

国や自治体に対する生徒の意見は，より具体的に「患者が快適にくらせる住宅，施設，環境J

を提供すべきだというものと，公害を引き起こす企業に対して厳しい監視や規制を求めるもの

が目立った。こうした意見は2章や3章の理解にもつながり，持続的発展概念の形成の基礎に

なりうるものと考えられる。

(3) 社会変革の主体としての自覚

水俣病の問題の解決のために自らが何をしなければならないかという問いに対しては，以下
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のような意見がえられた。

「僕たちがで、きることは，水俣病だからといって差別をしないで，少しでも人間らしい接しか

たをしてあげることだと思うJc1 C， SR) 
「患者にたいして，いやな奴とL、う気持ちで接しないで，いたわる気持ちで、接して，私たちが

できるかぎりのことを患者にたいしてしてあげるJc1 C， TT) 
「水俣病患者だからといって冷たくしない。その人たちが困っていたら，できるかぎりのこと

はしてあげるJc1 C， SK) 
「私達も水俣病にならなくて良かったとL、う気持ちがあると思うけど，今たくさんの人達が苦

しんでいることを頭に入れて，援助をしてあげたりしなければならないJc1 c， TA) 
「この水俣病を理解して， 2度とこのようなことがないようにして，自分たちで、で、きることは

いっぱし、あると思うので，少しでも役に立つことならやりたいと思うJc1 A， KY) 
「私達は身の回りで出来ることをしてあげたり，お金を集めて看護のベッドなどを買ってあげ

るなどしたし、Jc1 c， FK) 

このように多くの生徒たちが水俣病の患者たちに対して， r差別をしなし、jr冷たい目でみな
L 、Jr人間らしく接するJrし、たわる気持ちで接する」とし、う意見をのべていた。これは，生徒
たちがただ単に水俣病患者に対して同情(かわいそうとしづ気持ち〉をいだくだけではなく，

人間的な共感を基礎とした認識に到達したことを示しているといえないだろうか。また以下の

文章から，自らが環境問題の解決をはかる社会変革の主体としての自覚をもとうとしている者

が少ないながらもいる，とはいえないだろうか。

「今，わたしたちがしなきゃならないことは.チッソがしたようなことはしないようにするこ

と，生活環境を大切にしていくこと，公害になるようなことはしなし、J(1 B， IT) 

「私たちが大人になって，もし工場で働くようになっても，こんなまちがし、は起こしたくない

と思うJc1 C， KY) 
「なにもできなし、。しかし，これから就職し，生活していく中でこのようなことが二度とない

ように心がけたいJc1 C， SM) 

「私達にできることは自分たちの町の海や川を大切にすることJc1 c， 1M) 

4，2 固と企業とのゆ着がもたらした公害

四日市公害は水俣病の場合と違って，国と自治体とが一体となって複数企業からなる石油コ

ンビナートを住宅密集地に建設したことによってもたらされた公害で、ある。したがって，ここ

での授業は(1)企業の責任だけでなく，積極的に公害の発生に加担した国・自治体の責任につい

て把握させるとともに， (2)静岡県の三島・沼津・清水の住民たちの住民運動や四日市公害裁判

がその後の国・自治体の環境行政の推進の原動力となったことを理解させることによって，社

会変革のプロセスを認識させることをめざしたのである。 (2)は生徒自身がこれからの環境問題

の解決のためになすべきことを示唆しており，それゆえ，社会変革を担う主体としての自覚を

うながすような質問やレポートを生徒たちに与えることはしなかった。
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(1) 問題点の把握

生徒たちは企業だけでなく，国・自治体に対しても怒りを表した。

「反対運動をおこそうとしたが，企業の力でふうじこめられてしまう。あまりにひどいではな

いかJ(1 B， MM) 

「国とか県がせっきょくてきに企業に有利になるようなことをしていたっていうのがはらたつ」

(1 B， IT) 

「被害がおこっているのにもかかわらず国も企業もなにもせずに，第 2，第3のコンビナート

をつくってしまい被害が拡大したJ(1 B， MH) 

(2) 社会変革のプロセスの認識

水俣病も四日市公害も，結局，企業・国・自治体がいずれも根本的な解決のための対策をお

こなわなかった。それゆえ，住民・患者らは裁判に訴えることによってしか，問題解決の手段

を見出しえなかったのである。しかしながら，裁判は長期化し，水俣病裁判の場合は今なおつ

づけられている。たとえ裁判によって解決がはかられたとしても，失われた命・健康や環境が

もとにもどるわけではなし、。こうした生徒たちは「公害は起ってからでは遅い」ということを

認識し，三島・沼津・清水の住民らによる住民運動を学ぶことによって，環境問題の解決のた

めの具体的な社会変革のプロセスを理解しえたものと思われる。

「拠点開発で生産基盤にしかお金をかけるということをしないで，生活基盤で住民のほうにお

金をかければよかったと思うJ(1 B， MH) 

「もっと早く法律ができていれば公害がふせけYこかもしれないと思うJ(1 A， KY) 

i(三島・沼津・清水は〉環境アセスメントによって四日市のようにならないように努力して

よかったと思うJ(1 B， MN) 

「はやく環境アセスメントを法律にしたほうがし、いと思うJ(1 B， IT) 

4.3 世界資本主義システムがっくりだした環境問題

授業のはじめに生徒全員に世界地図を何も見ずに書かせてみたところ，ほとんど全員が北半

球の先進国を広く大きく描いているのに対し，南半球の途上国は狭く小さく描いていた。この

ように生徒たちの世界認識は明らかに先進国にかたよっており，途上国についてはほとんどが

「無知，無関心」であるか，または「まずしい・おくれている・きたなし、」というようなマイ

ナスのイメージをもっているかであった。このことを踏まえて，本章では， (1)南北聞の経済格

差と先進国の「援助」が途上国にもたらした問題点を把握させ， (2)途上国の民衆への共感をう

ながすとともに，南北問題と地球環境問題の解決のためにどうしなければならないかを考えさ

せることによって，社会変革のプロセスを認識させ， (3)生徒自身がそのために何をしなければ

ならないかを問うて， この問題に対する主体的な認識の形成をめざした。

(1) 問題点の把握

まずはじめに生徒たちに衝撃を与えたのは「公害輸出」であった。 1，2章において水俣病や四

日市公害の問題を学習し，わが国ではその後の環境政策の進展によって，ある程度の解決がす

すんだ(はず〉と思っていた公害問題が「援助」というかたちで日本から途上国に輸出されて
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いたとL、う事実は，生徒に驚きとともに大きな怒りをおぼえさせたのである。

「なんか日本はひどいことをしているような気がする。日本では環境基準が厳しいからと，環

境基準の弱い海外の方へ工場をつくって，その工場のけむりは日本みたいな機械はっけないで，

その海外の人達は今困っていると言うのに日本は知らなし、!なんか日本人はひどし、J(lC， MK) 

「日本企業はどうしようもなくゃなやつだ。日本で公害基準が厳しし、からって，何も他の国で

公害を出さなくてもし、し、のにJ(1 C， NH) 

「日本は途上国に対してひどいことをして人々を苦しませているのがどうにかならないものか

と思ったJ(1 B， MM) 

「公害輸出」の例から，生徒たちはODAなどの先進国の「援助」が大規模開発や「緑の革命」
などによって，途上国の環境破壊や人権侵害を引き起こし，結局は先進国や多国籍企業が利益

をあげていることを理解していった。

「先進国は途上国に援助するっていっても，大変な問題をおこしているということがわかった。

開発プロジェクトへの援助で，ダム・発電所などをつくった乙とによって，環境破壊などをも

たらして，全然援助になっていないと思ったJ(1 C， NM) 
iODAで援助しているのはわかったけれど，環境破壊や多収量品種でアメリカは金もうけを
するなんて許されなし、。なんで援助なのに機械だの肥料を買わせるのだろうJ(1 C， TA) 

「一体，だれのための，なんのための援助なのか? それは，日本企業のための，先進国のた

めのものではないだろうか?J (1 B， OM) 

「なぜもっもまずしいパンピー(筆者註.一般ビーフ.ル〉のことを考えないのだろう。私たち

と同じような年齢の子供やそれよりまだ小さな子供たちが飢えで、苦しんでいるというのに，…。

自分たちがよければそれでいいのか! 私はゆるせなし、J(1 C， SK) 

こうした日本・先進国・多国籍企業への怒りは途上国で貧困・飢餓に苦しむ民衆に対して，

同情(かわいそうと思う気持ち)を越えて，人間的な共感へと高められてし、く。それは水俣病，

四日市公害では， r企業・国・自治体J=加害者， r地元住民・患者たちJ=被害者という構図が，
公害輸出や「援助」にともなう環境破壊や人権侵害では， r日本・先進国・多国籍企業J=加害
者， r途上国・民衆J=被害者という構図に置き変わったからだと思われる。このような問題の
認識の仕方はステロタイプ的であり，科学的ではなし、かもしれないが，本校の生徒たちにとっ

ては非常に理解しやすく，授業内容はそれほど容易なもので、はなかったにもかかわらず，授業

者の予想を越えて生徒たちの集中・関心は高かった。

(2) 社会変革のプロセスの認識

こうして世界資本主義システムがっくりだした環境問題を把握するとともに，途上国の民衆

の苦しみに対して人間的な共感を感じとった生徒たちは，問題解決のためにどのような社会変

革が必要であると認識したのだろうか。それを授業書の質問29の rODAの問題を解決するた
めには?Jとし、う発問に対する生徒たもの意見にみてみよう。
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「途上国の環境を破壊するような巨大開発プロジェクトはやめる」

「途上国に必要のないものはつくらないようにする」

「生産基盤の整備をやめて，生活基盤の整備に力をいれたらし、し、と思う」

「途上国で苦しんでいる民衆の人達のために援助してあげる」

「食料や衣料，福祉や教育など直接，民衆のためになるようなことにお金をつかう」

「軍事化や人権にそむくようなことには援助しない」

「“地球環境を守る団体"などの監視のもとで援助をおこなう」

「途上国の悪い大統領やえらい人をやめさせる」

それは「途上国の民衆のために必要な援助を!Jということであった。このように生徒たち

は，その社会変革のプロセスをかなり具体的に認識するようになってきているのである。この

ことは水俣病の患者たちに対する人間的な共感や四日市のような拠点開発の社会経済的要因に

関する科学的認識を抜きにして考えることはできず，それゆえ， 1， 2章の学習が3章の基礎に

なっているといえよう。

(3) 社会変革の主体としての自覚

環境問題の根本的な解決のために，生徒たち自身が何をしなければならなL、かという問L、に

対する意見をまとめると，途上国で貧困や飢餓に苦しむ民衆の人達は「かわいそう」であり，

「自分たちもなにかをしてあげたい」と思いながらも，具体的・現実的に「なにもしてあげれ

ない」し， rなにをしていいのかわからないJ，だから，せめてチヤリテイ一の時にでで、も募金を
してあけ

国の民衆はかわいそうな人々であるという同情の域をでで、ていない。しかし，少数ではあるが，

地球人としての視野をもっ生徒もいる。

「たとえ肌の色はちがっても同じ人間なんだから，こういうことはあってはいけないと思う」

(1 C， SR) 

「こういうことではやっぱりいけないと思う。ぼくたち同じ地球人どうしでこんなひどいこと

をしているという事は自分で自分をころそうとしているのと同じ事です。だから，みんな助け

合わなくてはいけないと思います clC， KH) 

「みんな同じ地球に住んでいるのだから，もっともっと地球を大切にして，世界中の人達が協

力した方がし、L、と思ったJ(1 C， MY) 

4.4 持続的な社会経済システム

本章の授業は環境問題の解決のための鍵概念として持続的発展の概念を位置づけ，それに基

づく社会変革のプロセスとして持続的発展概念に基づく経済システムと住民主体の社会システ

ムを提示する。そして，それらのシステムの基礎が南北聞の NGOの連帯による途上国の自立化

として，実際につくられつつあることを描きだし，社会変革の主体は人間一人ひとりにあるこ

とを明らかにするのである。ここでは， (1)持続的発展概念をどのようにとらえるか， (2)自分た

ちの国・自治体の環境政策の決定のためにどうしなければならないか， (3)地球環境問題の解決

のために今できることは何か，また将来しなければならないことは何かということについて，
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生徒の認識がどのように形成されたかをみてみることにする。

(1) 持続的発展概念

持続的発展概念の認識の前提として世代間衝平の理念を理解させるために，地球の有限性，

環境と経済との相互依存性をふまえて，①保護主義モデルと②富裕モテツレという二つの両極端

な考え方を検討させ，資源・環境の持続的利用といった概念をとらえさせた。授業では，生徒

にわかりやすくするために，①保護主義モデルについては「し、まの生活をやめて，地球の資源

と環境を守るJ，②富裕モデルについては「いまの生活をつづけて，地球の資源を減らし環境を

破壊する」と説明し，それぞれの長所と短所を考えさせたうえで，自分の考えを書かせた。

「私だとしたら地球を守りたい。だって自分はし、いかもしれないけれど，これから生まれてく

る子供達にはかわいそう。これからはもっと地球のことを考えていろいろと対策を練った方が

良いとおもう。今の生活をがまんして地球を守るとしても，急、には今の生活からはなれること

はできないと思うから，少しづつでも資源のことを考え，そのためになることを沢山順々にやっ

ていけば地球が滅びることはきっとないでしょう。このままの生活でいけば，これからの子供

達の生活があぶなくなるでしょう。そのためにも今からでも資源のことを考えて生きていった

方がよいと思います。これからの未来の子供達のためにも…Jc1 C， MK) 

「今の生活をやめるというのは，とてもつらいです。だけど，今のままつづけていっても，将

来に生まれてくる子供たちのことを考えるとこれもつらいこと…。だから私は①と②の両方を

平等にとりたいと思うJ(1 C， NA) 

前者のような意見はきわめて少なく， Iどちらも難ししづから「中間」をとりたし、とし、ぅ後者

のような意見が大半であった。

(2) 国・自治体の環境政策の決定

今日の資本主義社会を持続的発展概念に基づく社会へと変革するためには，自分たちの国・

自治体の環境政策の決定がどのようになされなければならないかについて，①やってはいけな

い政策，②やるべき政策，③そのために私たちはどうしなければならないか， と問題を三つに

分けて生徒たちに問うてみた。

①については， I工場・発電所・ダム・コールフ場の建設など環境を破壊する開発JI森林の伐

採JI公害をおこすようなことJI生産基盤にお金をかけて企業をよぶことJI企業からお金をも

らっての汚職」というような意見がみられた。

②については， I公害が起きないように企業に厳しくする(規制する・監視する)JI森林など

を残す・保護するJI自然のたくさん残っているところを調査して，その場所をいつまでも残す

ために，国・自治体で管理するJI住民のために生活基盤にお金をかけるJI地球をよごさない

事の出来る人間や企業をつくる」というような意見であった。

③については， I住民が国や自治体にこうしたらよいんじゃないかいうことを言う(おおぜい

で)JI住民たちから自然を守るなにかを始めるJI環境破壊〈公害)にはみんなで団結して反対

する(訴える)JI国民の意見を聞くような政治にするJIちゃんとした政治家を選んで，政府・
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自治体を監視する」というような意見であった。

このようビ生徒たちは国・自治体がおこなうべき環境政策の内容を把握し，その原動力とし

ての住民運動や主権の行使について認識しているように思われる。

(3) 地球環境問題の解決のために

授業書「環境政策科学」に基づく授業の最後に，これまでの学習をふまえて，地球環境問題

の解決のために今で、きることは何か，そして将来しなければならないことは何かを生徒自身の

課題として， レポートを書かせた。その結果， I今できることは何か」に対する意見には全体的

な傾向として二つのレベルの認識がみられた。一つは環境問題の解決を自分たちの足元から，

個人的に出来ることからはじめようとする個人レベルの認識で、ある。もう一つは，地球環境問

題の解決を社会的な広がりのなかで考え，行動をおこしていこうとする社会レベルの認識で、あ

る。生徒の認識は個人レベルを最も基礎的なものとして，そこからどれだけ環境問題の社会経

済的分析に基づく問題点の把握をしたかによって，社会レベルの認識へと広がっていくものと

考えられる。

①個人レベル:地球環境問題を個人のレベルで、とらえようとするパターン。

「今，出来ることは，たとえばリサイクル，ゴミを少なくするように努力するなど，自分の足

元から少しづっしていきたいと思うJI私達に今できることは街のゴミ拾し、からかもしれなし、」

「ゴミを少なくしたりすることや，リサイクル，省エネなども大切な事だと思うJI空缶雑誌な

どを集めて再生したり，とにかくムダ使いをしないようにする」

② 社会レベノレ:地球環境問題を社会レベルで、捉え，考えようとするパターン。

「今，私達が地球市民として出来ることは，先進国とか途上国とか関係なく環境を破壊したり，

資源をむだに使ってはいけないと思った。そして，困っている人がし、たら助けてあげねばいけ

ないと思ったJCl C， AN) 
「環境や資源をこわさないように，ダム・発電所をつくらせない。公害を出さない。公害を輸

出しない。途上国の人々をたすけてあげる。環境を守る。環境規制をして，きびしくする。途

上国の工場にも環境規制をしたり，装置を工場につける。工場をたてる前に住民運動や環境ア

セスメントをして工場をつくらせない。援助も途上国の人々に直接，お金や食料をあげる。返

済金を途上国の人々のために(生活基盤など〉使うJ(1 C. FK) 

「今，自分たちができることは途上国への寄付をしてあげること。少しでもお金が入れば，ネ

グロスの人達も作物を作るのも楽になるし，食物も前よりは多くなってゆくと思うJ(lC.OM) 

「途上国にも生活を向上させるために，工場やダムとかでなくて， ι生活基盤とかをつくってあ

げるために，そのための援助をしてあげればいし、J(1 C， NM) 

「人々をみんな平等にしなければならないと思います。ある国では何も食べれず死んでゆく人々

がし、ます。その人々も同じ地球に住んでいるのです。国が違うからって見てみないフリをして

いる人々がイヤになりました。そうし、う事をやめて，たくさんの役に立つことをしてほしいで

すJ(1 C， YR) 

「同じ人間なのだから地球に住んでいるみんなが平等に暮らすべきだと思う。私も口ではこう

いうふうに言えても，実際困っている人を助けてあげることはできないし何もしてあげられな
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い。日本のボランティアの人達はフィリピンなどに「水牛」を贈っていた。やっぱり私達には

募金を集めても，これぐらいのことしか出来ないと思うJc1 C， MY) 

「世界をすべて豊かにするには，固という見方を変えて，地球全体を見るようになれば，他人

事じゃなくて自分たちにもやることがあると自覚するようになると思うJ(1 B， WH) 

環境問題の解決が一人ひとりの足元からの行動や心がけによるというのはこれまで彼らが受

けてきた「環境教育」の成果であるともいえるが，授業書「環境政策科学」に基づく授業がめ

さ.したものは環境問題の社会経済的分析に基づく科学的認識による社会変革のプロセスの把揮

である。したがって， この授業の評価は個人レベノレの解決方法を越えて， どれだけ社会的なレ

ベルの認識が形成されたかどうかにかかっている。

はたして生徒たちのレポートをみるかぎり，個人レベルの認識のみにとどまった者はー握り

であり，ほとんどの生徒が何らかのかたちで社会レベルの認識を示している。また「将来しな

ければならないことは何か?Jという聞いに対しでも， Iあまり車に乗らないようする」という

ような個人レベルの認識を越えて，選挙権の行使や市民運動のような社会レベルの認識につい

て言及する者がほとんどであった。では，将来しなければならないことを彼らはどう考えたの

だろうか。

「将来ぼくが大人になって出来ると思う事，それは20歳をすぎて政治を行なう人を確実に見

極めれるようになって，本当の事を言い必ず世界を変えてくれそうな人に選挙でうかつてもら

う事。そして，あぶなそうな工場や建設物は建てさせないように他の人達とデモをしてでもや

めさせたりするJc1 C， KH) 
「将来大人になって公害や環境についての話し合いをし，たくさん意見を言う。そして国や県

に提出して，その事について話し合ってもらう。すぐ取り扱ってもらえないと思うから何度も

かよってがんばるJC1C， KM) 

「わたしたちの家の近くに環境を破壊するような開発計画が進められていることがわかったら，

それに反対するJc1 C， SK) 

「大人になったら環境に対する話し合いなどをして，今の政治家みたいに環境をこわさない様

に， よびかけるJ(1 C， NY) 

「選挙のとき， ¥，、し、法律をつくってくれそうな人に入れる。住民運動に参加して，だめなこと

はだめというJc1 C， TT) 

「環境をこわしたら税金をとるように法律をつくったり，南北問題を解決するために借金をな

くしたり，軍事費をへらすような国会議員の人を選ぶ。住民運動をして環境を保護するJc1 C， 
KH) 
「将来も，今私達ができることを同じように続けていって，もし子供が生まれたら，その子供

に環境，公害，資源のことを教えて，それがどんなに恐ろしく，どんなに大切なのかを子孫に

伝えたいJc1 C， SM) 

「ぼく達が大人になって，まずするべき事は先生が教えてくれた地球の現状を，自分の子供た

ちへ教えることです。たとえ時間のかかる自然環境の回復計画でも，私達の子供に託すことも

できる。だから，たった一世代にたよらず，ぼくたちだけで変えようとせず，長い目で変えて

ゆこう。(中略〉一番大事な事は，やっぱり次の世代の子供に伝え，手をつないでもらうのがな
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により確実な手段だと思うJ(1 C， KT) 

生徒たちはこうして環境問題が単純な自然破壊ではなく，その背景に世界資本主義システム

の問題があることを認識し，自分個人の心がけだけでなく，自分の選挙権を行使することによっ

て政治や政策を変えていったり，場合によっては市民運動をおこしていくというように，具体

的な社会変革のプロセスを把握したといえるのではないだろうか。

おわりに

本稿では，高等学校における環境教育の授業実践の試みとして，研究者と授業者の共同で論

議して授業をつくり，その結果，環境問題についての社会経済的要因の把握やその解決のため

の社会変革のプロセスについての認識などが形成されたことを示した。

佐藤学氏によれば，これまでの教育研究者は「中学や高校の授業に無関心であり，中学校や

高校の教室を参観し，授業の事例を検討すること自体が乏し」く，また高校教師の側は「教師

の学問内容の理解が授業を根本的に決定するという内容主義の意識が強く，教授学的思考の重

要性は十分に認識されていない」ため，高等学校における授業研究には空白があった仰という。

今回の試みはその空白を埋めていくための小さな一歩である。今後，このような共同の授業づ

くりがさかんになることを期待すると同時に，われわれ自身の歩みもさらに前進させていきた

いと思う。

(1) 文部省『高等学校学習指導要領11989， p.41 

(2) 向上書"p.44 

(3) 向上書， p.44 

註

(4) 丸山博「環境教育目的論の検討と環境教育体系化の試みJr北海道大学教育学部紀要j 第61号， 1993 
(5) 丸山博「環境政策科学の教育内容構成Jr北海道大学教育学部紀要l第63号， 1994 
(6) 丸山博「環境政策科学教授法の研究」 北海道大学教育学部博士論文， 1994 

(7) 丸山博「環境政策科学の教育内容構成」日七海道大学教育学部紀要』第63号， 1994 

(8) 佐藤学「高校における授業研究の課題Jr季刊高校のひろばj第9号， 1993 
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以下の頁に示す教科通信は見聞き 2頁で一つのものである。

付属資料
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We  A r e 現代社会
教科通信

The World 
NO，207K僕病は終わっていない

い悲しl
199 1年3丹31日現在、水

俣病の認定患者は熊本県で 176

6人、鹿児島県では483人にの

ぼり、今なお水俣病の認定を申請

している人は両県あわせて 273

l人にのおよびます。

1 993年3月25日、第3次

訴訟第2関の判決が熊本地方裁判
所によっていいわたされ、原告の

未認定患者 118人のうち、 10 

5人が新たに水俣病と認定されま

した。

水俣病の問題はまだ解決してい

ないのです。

ζ〉フtc1:畏ヲ南持母f茶盆手事撃を 一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一
1 908年:水俣村にチッソ工場建設 196 6年:チツソ工場からの水銀流失

1932年:アセトアルヂヒド製造開始 停止

1949年:この頃水俣湾の漁獲激減 1 968年:j政府、水俣病を公式に認定

1 953年:水俣各地で猫おどり病 1969年:熊本水俣病第一次訴訟提訴

1 956年:水俣病公式確認 1 973年:熊本水俣病判決、原告勝訴

1 959年:漁民暴動事件 第三水俣病発生報告

見舞金契約 1 974年:水俣病センター相思社設立

196 1年:胎児性水俣病を診断 199 0年:水俣湾公害防止事業終了宣言

1 963年:新潟市で水俣病発生 199 3年:第三次訴訟判決、原告勝訴
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J 意 幽

1 9 5 6 (8召三春闘 3 1 ) 公惇一一

195 6年(昭和31 )年4月

2 1日水俣市内の5歳の女の子が
新日本窒素株式会社 (65年にチ

ツソ株式会社と社名を変更、現在

に至っています) ・水俣工場付属

病院で歩行障害、言語障害、狂鵠

状態などの診断をうけて入院しま

した。

家族の話によれば、その子は3

月下旬からど飯をたべるときには

しを上手に使えず、ご飯をぼろぼ

ろとこぼすようになり、 4月に入

ると言繋がはっきりしなくなり、

手足の感覚もマヒして、入院後5
白日には失明し、手足を屈曲した

まま反応がなくなってしまいまし

た。

4月23日には、その妹も姉と閉じようにうにフラフラと歩き、はしが使えなくな

り、言葉も不明瞭になって、入院しました。 同病院の細川院長は鵠の家にも同じよ

うな症状の子どもがいることを開いて驚き、 5月1目、水俣保鍵所に F原因不明の中

枢神経疾患が多発しているj という報告をしました。これが水俣病の正式発見の自で

す。

5月28目、熊本県商生部によって水俣市医師会、保健所、チッソ付属病院、市立

病院、市役所からなる水俣奇病対策委員会がつくられ、患者の発揚と原国究明への努

力がはじめられました。その結果、わずか2ヵ月たらずの聞に、 「奇病Jはすでに 5

4年ころから発生していることが明らかになり、 30人の患者が新たに見っかりまし
た。その患者たちはそれまで栄養失調や小脳失調など、さまざまな病名をつけられて

邑宅で床にふしていたのでした。では、県衛生部はそれまでにみたことのない「奇病

j 径はじめ何と判断したのでしょうか。

Q1 県衛生部は「奇病j をはじめはどんな病気と判断したとおもいますか?
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We Are 現代社会
教科通信

The World 
N 0， 2 1 チッソはなにをしたのか号

原因物質はなにか?
県衛生部は患者が水俣市内の月の浦など一部の地域の漁民とその家族に集中してい

ことから、はじめは「奇病』を偏食によるビタミン不足とか血族結婚による遺伝病と

考えましたが、同年7月、とりあえず伝染病の疑いで患者を伝染病院に隔離し、翌5

7年3月まで伝染病予防法を適用しつづけました。そのため、患者の家には誰も寄り

付かず、患者の家族が知人に道で出会っても白い目でみられるようになりました。

tii発iiii 叫 やがて細川院長や熊本大学医学部水俣病研究班は水俣
事自民主量出 足茸ー 病患者の多発地域では以前から魚が大量に浮かび上がっ
鑑三号 {主義iliiil ~m ， 

を宣言量喜望室指示 ~I たり、多くのネコが狂い死んでいること(左の新聞記事

議551;ij室長土I)に気づきました。 56年10月、熊本大学研究班はネ
軍ち 瞳 ね'yI コと人間に共通する食物に注目して水俣病の原因として
霊童云費需主主苫却さ ""~ I 
事ZMd語きょ子刀ミ| は水俣湾の汚染された魚介類が考えられるという発表を
EEEEE主主3今 NI 行ないました。事実、水俣病患者の多くは魚を主食のよ
端務総説雪|うに食べる漁民たちでした。
ん2ぷ..~ .ws -e-! 5 7年 1月Lは熊本大学研究班と国立公衆衛生院のメ
臨時空民活iンパーによる厚生省科学研究班の会議において、 「水俣
E重要吉野悲輔刷 i病の原因は魚介類にふくまれる重金属にあって、チツソ
苫這軍基 里[';¥ ;''"b"' 

E量車量重量円骨 | の工場廃水と関係がある」という結論が出されました。
き塩事面塑さ j しかし、水俣病の原因物質の特定には‘その後6年もの

熊本日日刊19 5 4年8月1日) 歳月を要しました。

Q2 水俣病の原因物質の特定が遅れたのはなぜだと思いますか?
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チッソ水俣工場のしたこと
当時のチッソ水俣工場は化学肥料や酢酸、硝酸などの工業製品あるいは塩化ビニー

ルやその可塑剤であるオクタノールなどを製造し、 1時間あたり 600トンもの工場

廃水を無処理のまま水俣湾に垂れ流していました。熊本大学研究班は工場の公表文書

に記載されている工場廃水中の有害物質マンガン、セレン、タリウム、鉛、枇素など

について一つ一つ分析と動物実験をくりかえしましたが、いずれも水俣病とは関係が

ありませんでした。

1 959年、研究班は前年イギリス人の神経学者マッカルパインが水俣病患者をみ

て、有機水銀中毒に似ていると述べたことに触発され、水俣湾の水銀分布調査を行な

いました。はたして水俣湾の泥土や魚介類中からは大量の水銀が検出され、その地理

的分布が水慢湾内のチツソの工場廃水に由来することは明らかでした。また、水俣湾

産の魚介類、それを投与して発症したネコ、水俣病患者やその家族の毛肇からも高濃

度の水銀が検出されたことなどから、厚生省食品衛生調査会は熊大研究班の研究成果

を認めざるをえず、同59年厚生大臣に「水俣病は水俣湾およびその周辺に生息する

魚介類を摂取することによっておこる、主として中枢神経系統の障害される中毒性喪

患であり、その主因となすものはある種の有機水銀化合物であるJという答申をしま

した。

一方、工場付属病院の細川院長は同年には

l日20グラムの工場廃水をネコに飲ませて

78日後に水俣病を発症させた実験結果をすァ

でに工場幹部に報告していました。 セ

ところが、チツソはその結果をかくして、;捌

「水銀は出しても、有機水銀は出していない長

」とし、熊大の研究班の工場内への立ち入り)咽

を拒否しただけでなく、 「旧日本軍の爆薬に

よって海水が汚染されたから」とか、 「漁民

が腐った魚を食べたから」といって、水俣病

の原因究明をおくらせ、生産に直接関係のなぷ}?3223r誌」422?2TEZTA2;:;たば)L44;227fhJ223問21融 tt 
い公害防止設備を節約して、アセトアルデヒノ紘闘で1併靴下問した患者・

チヴソのアセトアルデヒド生産量と水俣湾のアサリ貝の水銀値
ドの製造をつづけていったのです。(右図)プノノり.1 L:..-

この問、熊大研究班は水銀が有機水銀に変わるメカニズムの追求に長い時間を費や

しましたが、そのメカニズムを発見することはできず、ようやく「有機水銀化合物は

工場から直接排出されている』と考えざるをえないとの結論にいたりました。

やがて、研究班の一人が数年前にチッソの酢酸工場の排水から直接採取した廃液の

小ピンを偶然発見し、その廃液中に有機水銀が含まれていたことから、水俣湾の魚介

類中の有機水銀化合物はチッソ水俣工場から排出されたものであり、それが食物連鎖

によってネコや人間に高濃度で蓄積されたことが実証されたのでした。 1963年の

乙とでした。

a ・3766(t/.EI)
ーーーア.，トアルデヒド生産宣 ふI\'-~.'"

ーーアサリ負t水俣湾〉の水銀値 TI、T
'1 ~ (出陣木ハ'
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The World 
N 0， 2 2 立ち上がった漁民・患者たち号

漁民・患者は立ち上がった
不

可込

，)<.. 

事主

チッソがひそかに排水口を百開港から八幡プールヘ

変更し(左図)、水俣川河口に廃液を流しはじめたの

は1958年のことでした。

水俣川は工場廃水を不知火海の沖まで押し出し、潮

の流れぞれを北に向けて運びだします。したがって‘

水俣湾周辺に限られていた魚介類の死骸やネコの姿が

不知火海沿岸一帯にひろがり、翌59年には水俣市の

北側の津奈木町や鹿児島県出水市でも水俣病が発生す

るようになりました。

?| そのため、魚を食べることへの不安が高まって不知

十|火海の魚がさっぱり売れなくなり、漁民たちはその白
川」昌吉壁込剛m|の米にも事欠くようになりました。

たまりかねた漁民たちは8月、漁業被害への補償や工場の操業停止などを要求して

工場に押しかけました。その後も、漁民たちはなん度も工場側に団交を申し入れまし

たが、その度に拒否されました。このような工場側の対応に怒った漁民たちは 11月

工場内に乱入し、施設や器材を破壊しました。

また、病苦と貧困にうちのめされていた水俣病患者とその家族も、補償を求めて工

場正門前で一ヵ月間の座込みをつづけました。

こうした一連の事態の収拾をはかるため、熊本県知事によって調停委員会がつくら

れ、 12月30日に漁民・患者側への補償額が決定されました。

Q3 漁民と死亡した患者に一度に支払われた補償金はそれぞれどれくらいだっ
たと思いますか。
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第三者機関であるべき調停委員会はチッソ寄りの人達によって構成されており、調

停はチッソのペースですすめられました。この結果、漁民には要求額22億円に対し

9千万円(漁民一人あたり平均2万2500円)、患者には「見舞金Jとして、死者

30万円、成人年間 10万円、子ども年間3万円の支払いを約束しました。 (59年

度当時のチッソの年間売上高は 150億円に達していたのにです)

しかし、チッソは自らの責任を認めないどころか、 「排水浄化装震をつければ、そ

れ以降の排水量に制限をつけないj とか、 r過去の水俣工場の排水が水俣病と関係が
あったことがわかっても一切の追加補償はしないj という条件までつけたのでした。

チッソと県はこうした最小限の負担によって「水俣病は終わったもの」と人々に思

い込ませ、運動を沈静化し、生産を維持しようとしたのです。

しかし、チッソがとりつけた排水浄化

装鐙である「サイクレータ」は、実際に

はまったく効果ないにもかかわらず、チ

ッソ社長が報道陣の前で浄化後の隣液と

称した水道水を飲みほすという芝居まで

して、その後もアセトアルデヒドの製造

なつづけていきました。

その当然の結果として、不知火海沿岸

の多くの住民たちがメチル水銀化合物に

汚染されましたが、 「見舞金J契約後、

チツソと行政に都合の良い認定詰1I震がつ

くられ、 69年までの 10年間に水俣病

と認定されたのはわずか33人にすぎま

せんでした。

このような漁民・患者たちのせっばつまった行動にたいして、工場労働者も市民も

漁協ですら、漁民・患者たちには冷たかったのです。チッソを中心とする市内のすべ

ての労働団体は59年に工場の操業停止の反対と漁民の暴力行為への糾弾を決議し、
漁民・患者たちの運動を批判しました。

多くの水俣市民も水俣病のことを忘れようとし、 「水俣病ばこげんなるまでつつき

だして、大ごとになってきた。会社がつぶるるぞ、水俣はくれの閤ぞ、水俣病患者と‘

ころか」といって、漁民や患者たちの運動をこころよく思いませんでした。

Q4 漁民や患者たちの運動が孤立したのはなぜだと思いますか?
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こんな言葉が投げつけられた

水俣の住民たちの多くは「チツソは水俣病患者に“見舞金"を払ったし、浄化装置

もとりつけたのだから、水俣病は終わった」と考えていたのです。

しかし、その根底には漁民や患者の住んでいた地域が主として「流れ者Jの部落で

あり、歴史的に下位に扱われていたことがあります。そして、チッソの企業城下町と

して発展した水俣という市を視野に入れないかぎり、漁民や患者たちの運動の孤立は

説明することはできません。
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チッソの前身、日本窒素肥料株式会社が「敷地を安く提供し、送電距離の一部の電

柱を寄付する j という誘致をうけて水俣に進出したのは 1908 (暁治41)年のこ

とでした。

水俣では広大な塩田が塩の専売制の実施によって閉鎖され、敷地と労働力があまっ

ていたからです。(下関)

やがてチッソは第一次世界大戦時

の化学肥料の輸入停止に便乗して硫

安や石灰窒素などを増産し、急激な

成長をとげていきます。

こうしたチッソの急成長にともな

い、水俣では産業構成にしめる工業

人口が20年にはすでに 30パーセ

ント近くにも達しました。

25年には水俣町長にチッソの元

社員がなり、町議会に工場長など関

係者が7人も当選するとまもなく、
町はチツソの工場拡張こと町の発展

の基盤強化であるとして、新たな工

場敷地の確保、港湾の埋め立てや税

金の徴収などにおいてチッソの鑓せ

んをはかっていきました。

こうしてチッソが水俣町政夜支罰

し、水僕における土地、水などの資

源や港湾、鉄道などの生産基盤を専

有するようになると(左図)、水俣

の住民たちの間にはチッソの社員在

頂点とし、漁民を底辺とする社会的

秩序がつくられました。
(上:明治末から大正中ごろ，下:昭和末期) したがって、水侵市民の多くは

「チツソあっての水保Jと考え、水俣病を「人口の lパーセントにみたない漁民(チ

ツソ関連の従業員とその家族が水俣市の人口4万8千人の3分の l近くにのぼりまし

た)の病気であり、チツソの発展すなわち地域の発展をさまたげるものであるJとと

らえていたのです。

このように自治体が企業の御用機関となり、住民との間に「社員でなければ人にあ

らずj という風潮のある企業城下町では、企業の私的利益のために自然が利用され、

町並みがつくられ、そして、公害病が発生するのです。

不 指 i/f 火

水俣の市街地の変容
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汚染魚は放置された
チッソによる有機水銀の排出とそれにとも

なう水俣湾内の魚介類の汚染と水俣病の被害

の拡大に対して、国や県の行政はいったいな

にをした(しなかった)のでしょう。

まず、チッソ水俣工場の製造工程と排水処

理に対する指導監督をするべき国の通産行政

は、チッソに排水処理の改善を徹底しません

でした。

また、漁民の保護と環境保全に配慮すべき

水産行政はチッソによる漁業汚染に関心を示

さず、県水産課は漁協からの再三の要請をう

けて52年にようやく調査を行いました。
その報告書において、工場廃水と魚の死の関連が指摘されているにもかかわらず、

県水産課はチッソ側を察して、その報告書を聞に葬りました。

一方、県衛生部はー係官が集めた工場廃水一魚ー水俣病の因果関係に関する資料を

無視して、水俣病を当初は伝染病として扱い、水俣病の原因究明を遅らせたばかりか

56年には熊大研究班が重金属中毒説を発表し、魚介類の摂取の禁止を強調していた
にもかかわらず、適切な処置をとりませんでした。

さらに、 57年9月、厚生省の熊本県知事への通達は、水俣湾の魚を「摂取しない
ように』としながら、ついに「漁獲禁止j とすることはしませんでした。

05 厚生省の通達はなぜ「漁獲禁止」を決めなかったのしょうか?
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厚生省の通達は F水俣湾内特定地域の魚介類すべてが有毒化しているという明らか

な担拠が認められないJため、 「食品衛生法第4条第2項を適用することはできない
jものとしています。(すなわち「漁獲禁止Jはできないということ)

環境汚染の問題はすべてが明らかになってからでは手遅れですから、その前に適切

な措置をとらなければなりません。したがって、厚生省および熊本県衛生部は魚介類

の有毒化の疑いが認められた時点で、漁協に対して、漁獲禁止を要請すべきだったの

です。

しかし、当時八代臨界工業地帯の造成に乗り出していた県にしてみれば、工場誘致

のために公害問題の存在を明らかにしたくないという意向があり、国の場合は漁獲規

制を徹寵すれば漁業法にもとずく補償問題がふりかかることを恐れており、それゆえ

いずれも漁獲禁止措置にふみきらなかったのです。

lJ¥7k1: 
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o.李鹿ヨ誌に即ける家蝿分留殴
姐隼鹿内の震建省滋
悶年際的の媛勾留霊堂

留がチッソの工場から排出さ

れるメチル水銀化合物を水俣病

の原因物費として正式に認めた

のは、チッソが石油化学工業に

おされて採算のとれなくなった

アセトアルデヒドの製造を中止

した車後の 1968年です。

その結果、不知火海沿岸の2
O万人の住民が濃厚な水銀汚染

に長期間さらされ、 65年には
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Q6 56年-----70年の問、水俣病の認定患者が少ないのはなぜでしょうか?
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水量購とは思いも
しなかった

水慎摘とされるのが
いやだった

豪聾・親.. から
反対古れた

軍臨・親戚に
蝿か担して

医者に相節したが
聴いてくれ広かった

申爾のしくみが
わからなかった

人から「金置し古』と
置オヨれるの机岬だった

チッソに艶が担して

車協や郁曹が申備に
E対していた

その他

帽回曹

申摘が遅れた理由

%，~霞当者119人に対するも由

なぜ認定患者がすくなかったか、それは第一に、熊本県が

水銀汚染地域全域においての住民の一斉健康調査を行なわず

患者本人の申請のよって水俣病かどうかの認定をするという

形式をとったことです。

水俣市では「市報j をとおしての「水俣病かくし・水俣病

わすれJのキャンペーンが徹底して行なわれ、水俣病患者に

対するマイナス・イメージが形成され、水慢病患者のなかに

は申請を拒否したり、ためらったりする人が多くみられまし

た。(左図)

7 1年になって県はようやく一部の地域において一斉検診

行いました。しかし、その聞に何人の水俣病患者が認定され

ないまま死んでいったのかは誰にもわかりません。

第二に、 59年、県がチツソの要請をうけて厚生省に働き

かけ、補償金受給資格審査のための機関として水俣病の認定

制度をつくり、水俣病の認定基準をきびしくしていたことで

す。これによって、水俣病の概念が初期の重症患者の特徴、

すなわち感覚障害、言語障害、運動障害、聴力障害、視野狭

窄などをそろえたものとして固定され、それ以外の患者はた

とえ同じ食事をしていた家族といえどもことごとく棄却され

ていったのです。

このように行政(国・県)は、患者を救済するどころか、切り捨ててきたといわざ

をえません。そして、ついに棄却された患者たちは69年以降つぎつぎと裁判をおこ
し、チッソや国・県の過失責任を問うとともに、水俣病の概念について争いました。

Q7 なぜ、患者たちは水俣病を裁判所に訴えたのでしょうか?
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水俣病裁判判決
1 973  (日召辛口4-8)  重手一

判決理由

'旨

r化学工揖が、廃水を工舗外に放認するにあたって'i.需に最
高の知.と綾衡を周いて廃水中に危険物混入の有終および動組

鞠や人体に対する・6響のいかんにつき調査研究を尽<lて.そ

円安金位を暗延するとともに、万一有曹であることが判明し.

あるいはその安全性に民主を生じた場合には直ちに鎌量を中止

するなどして必要録大阪の防止錆置を111じ.と〈に純増住民の

生命・健康に対する危曹を未然に防止すべき高度の注...を

有するものといわなければならない。

いかなる工渇といえども、地域住民の生命・健康を侵害し、

これを積柱にすること拡訴されないからである吋

r被告工鳴における鳴水町水賓が法令上町制限基箪や行政基噂

に合致L、その廃水処埋方法が同車他事量所のそれより優れて

いたと Lても、被告工場がアセト・アルデヒド廃水を銚揖した

行為については、終始過失があったと雛起するに十分であり、

JII水の量生協が、被告の金草稿動そのものとLてなされたという
意味において、被告l主過失の責任を免れないものといわなけれ

ばならないu
機本地方議判所

1973年 3周2.U

これまでみてきたようにチッソと国や

熊本県の責任は明らかです。しかし、チ

ッソも国・県もその責任を認めようとは

しませんでした。

その結果、患者たちは裁判に訴え、そ

の結果、 73年にチッソの過失が認めら
るとともに、審査会の水俣病認定基準を

せますぎるとして水俣病の症状の多様性

を認め、棄却患者たちの大部分を水俣病

患者として認定したのです。

そして、チッソと直接交渉を行なった

少数の患者のねばり強い努力もあり、患

者への慰謝料は59年の「見舞金Jにく
らべて大幅に改善されました。

とはいえ、重症者でも 1800万円、年金も72万円にすぎず、金銭以外の救済策
としては水俣湾のヘドロ処理事業が行なわれているものの、十分なものとはいえませ

ん。国・県の予防をおこたり、拡大をゆるし、救済を怠った責任が確定したのは 87

年のことです。

J11&-J1壱(.，1δん。ぞのがお札会在の之δか提の...1:/)16府令/ご.7killl};i震
ぽ''1):んでD61/:う。止かδ/l1fi々に. 42パA，んでD6ヨo JQ(5んが去に壱政んで
D6ヨo If{;j't症の盆まれ-5Jctヨに。ぞのあと府ク/ご69A. 7ki寄席/ζぷコてÐ~ヨ

:う。あとi!iA ぐ・6(.，I;'O症患者にぶコて壱δヨ。ぞれでぷ/)10

石牟礼道子「苦海浄土Iより

被害の救済は汚染者負担による現状の回復を原則 (pp p) とし、金銭賠償はあく

までも現状回復が困難な場合にやむをえずとられる措置です。汚染者であるチッソと

その監督指導を怠った国および県・市は患者をもとの健康体にもどすだけではなく、

破壊された自然をもとの状態に回復させなければなりません。

しかし、一度水俣病になコたら死ぬことはあコても、現状回復を望むことはできま

せん。それゆえ、患者が安全に快適に暮らせるような住宅や生活環境の造成をはかっ

たり、年金や介護人への経済的援助のような制度を確立することが行政に求められる

のです。

また、自然の復元のためには、行政は不知火海から水銀ヘドロをとりのぞき、不知

火海をもとの豊かな海にもどし、衰退の一途をたどっている漁業を持続的漁業に立て

なおす必要があります。
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水俣病は熊本大学医学部・原田正純教授らの献身的な治療、研究にもかかわらず、

治ることはありません。したがって、水俣病患者の多くは自宅で家族の看護をうけな

がらひっそりと暮らしています。では、彼らはどのような呂常生活を過ごしているの

(事例 1) Tさん(津奈木町) 2 6歳(1973年当時)

父 (70議)、母 (70歳)との三人暮らし。両親にも軽い症状がでています。

一家の生計は父が漁をして支えています。生活保護をうけていましたが、世間がう

るさいので返上してしまいました。

Tさんが発病したのは中学3年の 1学期でした。それまでは勉強もよくでき、運動

も活発にしていましが、急、に歩けなくなったのです。

病院で診察をうけたところ、肝臓病だといわれ、八年間の入院生活を余儀なくされ

ました。発病後 11年老若経た 1972年、県民会議室師団の水俣病発掘運動によって

はじめて水俣病と診断されたのです
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T子さんの家

Tさんは寝たきりですが、気分の

良いときは一日中テレビをみたり、

本を読んだりして過ごします。彼女

の部屋は北向きの二階の6畳間です

(左図)。毎朝一度だけ両親に支え

られながら、急勾配の階段から一階

におり、朝食をとりますが、その後

はほとんど一日中フトンの上の生活

がつづきます。

一日に二回くらい一階のトイレに行きます。昼食と夕食は二階に運んでもらって一

人で食べます。風目は寝込んで以来一度も入っておらず、母に体をふいてもらってい

ます。

(事例2) Uさん(水俣市茂道) 7 8歳(1973年当時)

妻のFさん (76歳)と二人暮らし。雑貨食料品庖をやりながら漁を手伝っていま

したが、 53年ごろから手足がしびれてろれつが回らなくなりました。
54年になると、奇病だというので庖の売り上げがほとんどなくなり、そのうえ病

院の出費もかさみ、苦しい生活がはじまりました。 Uさんがいちばん因ることは手足

がマヒ症状にあるので家のなかでよく転ぶということです。カーペットの先や畳の合

わせ目のわずか5ミリや 1センチの高さが大変は障害となるのです。

(事例3) Jさん(水俣市月ノ浦) 1 9歳(1973年当時)

: 盛綱44 姉(第一号患者)が6歳のとき死
F五I 堅塁手C 亡し、父 (62歳)母 (54歳)と
引T巴.nrr-.I
附仏牛」 の三人暮らし。父は船大工、農業、

ヤソ.";'.}.... 漁業などをしており、割合めぐまれ

J年割...， た生活をしていましたが、姉妹二人
iミ"，¥1<1

j一一丁一LIl< つづいて両親も発病してから生活が

-i i日lぷ 苦しくなりました。~__J____j 口 1 1<

! 目J. 軽症の両親はJ子さんの看護をし
J子さんの家 ながら、みかん畑、看護手当て、力

ンパなどで生計をたてています。

J子さんの排原はおむつで処理し、排便はかがめないため、立ったまま涜腸して行

ないます。食事は固いものを両親がくだいてあげます。

こうして水俣病患者とその家族は不自由な毎日を過ごしているのです。彼らが快適

な毎日を過ごせるような家をつくるとすれば、それはどのようなものでしょうか。

Q8 患者の家を新築する場合、設計上配慮することは何だと思いますか?

- 41-



We  A r e 現代社会
教科通信

The World 
N 0， 2 7 水俣の再生のために号

新築された丁さんの家 設計上の基本的な特徴は以下のよう

にまとめられます。

( 1 )家の中の段差をできるかぎりな

くし、転んだときにケガをしないよう

に廊下と階段はカーペット敷きとしま

す。階段には手すりをつけ、傾斜をゆ

るくします。トイレはしゃがまなくて

もいいように洋式とし、前方に手すり

をつけます。

( 2 )患者は視野狭窄のため、カドに
頭を，おつけやすいので、タンスなどは

すべてへコミ式にします。

( 3 )患者が洗面所、トイレ、風呂な
どへ行くことは貴重な運動といえます

が、患者の移動には介護人が常時っか

(J階 <2階〉 なければならないので、鹿下、階段と

も幅を広くし、風E場の入り口も広くとります。

(4 )患者の要望によって寝室をニ階にした場合、洗面所、トイレ、風呂も二階の患

者の寝室近くにします。そして外界との接触や展望を考え、広いバルコニーもっくり

ます。

1974年、丁子さんの両親は貴重な補償金をつかって上記の特徴をもった家を新

築しました(上図)。しかし、 T子さんの容体は新築中から悪化しはじめ、丁子さん

は新居に入居後わずか9日自にして、つぎのような歌を残して他界していきました。

「府東el$てδftoDの/CIδ -s!JDI$て乏レ Ð~歩ぐ 5 ゃにL てJ

Q9 患者の人間らしい生活の回復と水俣の再生のために、どのようなことを

おこなわなければ‘ならないのでしょうか?

- 42-



患者救済のためには住宅はもとより、住宅9トの生活空間もまた改蓄されなければ.な
りません。しかしながら、熊本県と水俣市の地域計画は必ずしも患者の意思を反映し

たものとはいえず、患者の人権の臨謹と水保再生の試みは、むしろ、かつて漁民や患

者たちに敵対していたチッソ労働組合の一部の人たちゃ軽症の患者およびそれを支え

る市民たちによって、はじめられています。

1 968年、チツソ第一組合は「水俣病と鶴いえなかったことは、まさに人間とし

て、労働者として恥ずかしいことであり、心から反省しなければならはいJという宣

言を出しました。チッソ労働組合は 62年に会社側の合理化棄をのむかどうかをめぐ

ってこつに分裂し、会社側についた第二組合が「補償金でチッソはつぶれるJと公言

し、患者たちの抗議を暴力でつぶしていったのに対し、第一組合は会社側による配置

転換、家庭待機命令などの執掲な弾圧をうけながらも、上記のような宣言を行い、患

者たちと連帯してチッソの資桂を追求し、裁判での患者側勝訴の一翼をになったので

した。
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